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第 2次日向寺執行部、 体制固る

本年度の定時総会で改選された役員、 綱紀委員の職務の分担及び行政書士登録調査委員、
会報編集委員、 車庫証明対策特別委員会委員の人選が、 去る 5月26日に開催した定時総会後
第 l 回の理事会において、 次のとおり決定されました。
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氏 名

日 向 寺 正 幸 (日 高)
後 平 邦 彰 れ 幌)
五 十 嵐 一 寿 ( 〃 )
米 倉 博 (十 勝)
阿 部 力 男 (札 幌)
本 間 秋 光 (苫小牧)
坂 下 尊 (十 勝)
中 川 宏 煕 (札 幌)
佐 々 木 英 壽 (網 走)
橋 本 雄 一 (留 萌)
齋 藤 龍 三 郎 (室 蘭)
河 合 基 - (苫小牧)

加 藤 博 (函 館)
本 間 幸 男 (札 幌)
川 股 英 慈 (旭 川)
南 忠 一 (空 知)
原 隆 俊 (函 館)
安 藤 壽 建 はし 甥
角 田 良 一 (網 走)
佐 藤 隆 一 (旭 川)
柴 田 政 夫 (室 蘭)
中 尾 道 信 (小 樽)
大 沢 清 釧 路)
高 橋 冨 士 雄 (旭 川)
豊 田 春 男 (十 勝)
野 坂 房 市 (小 挙動
石 田 鉄 治 郎 (網 走)
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車庫証明対策特別委員会委員

行政書士登録調査委員会委員

会 報 編 集 委 員
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平成元年度 ｢に増す政書士排除許認可手続相談広報月間｣の実施こついて
監 察 部

長い間 ｢監察強調月間｣ と言う標題で続けて来たこの名称も平成元年度を期して下記のよ
うに改めることになりました。 地域住民から親しまれ信頼される行政書士となるため、 今年
もこの運動を皆で成功させましょう。

実 施

L 目 的
行政書士制度に関する広報を積極的に推進

し、 行政書士の社会性を強調して地域住民の
理解と信頼を得ることを通して行政書土制度
の普及徹底を図る。

2 . 実 施 期 間
平成元年 8月 1 H から 9 月 30日までの 2 ヵ月

間とする。
3 . 重 点 目 標
(D 建設業関係
(2) 農地法関係
(3) 交通運輸関係
(4) 風俗、 食品衛生関係

4 . 運動の実施要領
(D 会員の監察意識の高揚をはかり、 この運
動の趣旨の徹底及び会員相互に違反情報の
収集に努め、 あわせて行政書士の品位の向
封をはかる。

(2) 監察活動の強化
この運動の重点目標である建設、 農地、

交通運輸並びに風俗、 食品衛生について監
察部員はもとより全会員一体となって、 監
察活動を強化する。

(3) 非行政書士行為等監察対象事案、 報告の
励行

監察事案の情報を入手したときは、 可能
な限り具体的事実を調査し、 事案によって
は本会監察部長又は、 担当部員と協議し、
昭和61年 7月15日付北行第99号 ｢監察事案
の報告方についてJ による報告書又は、 行
政書士必携78 P に掲げる様式により報告

◇◇◇◇◇◇×>◇>◇ベハ̂ ^^◇◇て̂ ◇̂◇ 業 務 姿

要 綱

書を提出する。
(4) 事案の措置

本運動による支部からの報告、 あるいは
認知された違反事案については、 監察部会
において検討し、 事案によって指導し、 又
は、 綱紀委員会の調査審議等を経て警告、
注意、 告発等相当の措置を講ずるものとす
る。

(5) 留意事項
本運動による違反情報及び証拠資料の収

集並びに、 官公署の窓口での受付閲覧の要
請その他調査活動等は、 あくまでも任意的
に官公署の了承 ･承諾のもとに行い、 いや
しくも行き過ぎ、あるいは、紛争などを起こ
すことのないよ う慎重に行うものとする。

(6) 北海道、 市町村並びに関係団体に対する
協力要請

北海道並びに市町村に対しては、 本会か
ら道を通じて協力を要請するが、 各支部に
おいても地域内官公署に対し協力方要請を
するものとする。
また、 関係諸団体及び各士業団体に対し

ても同様とする。
(7) 広報活動の徹底

広報活動の重要性にかんがみ、 対外広報
助成事業費等を活用し、 支部の実態にそく
した広報活動を実施すること。
ポスター等による広報
行政書士制度をはじめ、 本運動の趣旨の

徹底をはかるため、 ポスター等を関係官公
署、 諸団体及び会員に配付する。

料 ◇◇◇×>(̂ ^^^^^^^ >̂◇◇×>◇}◇◇◇

◎
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建設業許可後の変更届出等について

業 務 研 修 部
建設業の許可関係業務については、 一昨年以来数次にわたる法令等の改正に伴い、 いよい

よ専門化してきています。 特に、 この業務は許可申請のみで終るものではなく、 変更、 決算、
経審、 指名願、 更新と一連の業務であることから、 常に細心の注意が必要とされており、 電
算化に伴し･その重要性が高まってきております。
この度、 北海道土木部管理課建設業審査係では、 これらを踏えて、 別表のとおりの変更時

における諸届等の【覧表を作成し、関係者の指導に努めておりますので、参考にして下さい。
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建設業 における許可後の変更届出等について

変更届山事項
関 迎 変 更 事 項 国運変更のため

同時に提出する
変更届出辞様式番号

変 更 後 の 電 算 入 力 票
揃 . 要

専任技術者一覧入力禁 主任技術者一覧入力票 許可申請書入力票変更前の状態 変 更 後 の 状 態

営業所の新設
主任技術者 専 任 技 術 者 様式第 8号 (2 ) 報告NO. 0 2

社内専任技術者 専 任 技 術 者 様式第 8 号 (2 ) 報告NO. 0 2
.･･･-‐･･.･℃‐･･.･･.･･.･･･℃'‘′‘℃‘･‘‐'‘‐℃“‘‐‐“‐‐‘･‘‐‐‘ ･‘‐･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･･ .･･.･･･

営業所の廃止 専任技術者

退 社 (辞 職) 等 様式第 2 2 号の 4 報告NO‐ 0 4

残 留
主任技術者 不 要 米報告NO. O S ※報告NQ 0 3

.･･.･･.･･ ･･･ ･

社内の専任技術者 様式第 8 号 (2 ) 報告NO. 0 2
.･‘‘‐‘････.･･･‘′.,‘‘･･℃････-'′←･‘'.℃‐･←-←‐}‐‐}‐･】‐･･.･‘‘.･‘‐･･.････.･･.･･.･･.････.･･.･･.･

案種の兼務に注意

営業所の業種追加
主任技術者 専 任 技 術 者 様式第 8号 (2 ) 報告NO. 0 2

社内専任技術者 専 任 技 術 者 様式第 8号 ( 2 ) 報告NO. 0 2 業種の兼務に注意

営業所の業種廃止 専任技術者

退 社 (辞 職) 等 様式第 2 2 号の4 報告NO. 0 4

残 留
主任技術者 不 要 ※報告NO. 0 5 ※報告NO. 0 3

社内の専任技術者 様式第 8号 ( 2 ) 報告NO. 0 2
.･･.･･.･･.･･.･･.･【.･【･【.･･.･･･“‐･･“‐･ ･･-‐･･-‐‐ '.････････℃“、･℃-,･℃-‐′、←‐“′･

菜種の兼務に注意

経営業務管理責任者 緩管責任者 他の鰹管責任者に代わる 様式第 7号 報告NO. 0 1

専 任 技 術 者 専任技術者

他の専任技術者に代わる 繊式第 8号 (2 ) 報告NO. 0 2 実務経験者はNO‐ 0 4

残 留
主任技術者 不 要 ※報告NO‐ 0 5 ※報告NO. 0 3

‘‘‘‐･‘‐･･.･
実務経験者はNO‐ 0 4

社内の騨任技術者 様式第 8号 (2 ) 報筈NO. 0 2
-'･‘‐、℃‘‘'‘℃-'.‘‐‘℃→'℃℃･‘‐‘‘'‐.-‐℃℃‘‐･‘“････-‐･･･‘‐“‘‘‘･‘‘･･･.･･.･･.･･ .･･.･･.･･.･･.･･.･‘

義瓢の激務に注意

退 社

(辞職)

残留の専任技術者

がいない

様式第 2 2号の 5
‘‘‐‘“･･‘“･･･-‐‐-‐.-‐･-‐‐‘･･“‘･･‘‐‘‐“‐･･‘‐･･‘‐･‘‘‐‘‐‘･･‘“‐‘℃“‐‐‘‘‘‐‐‘‘‘‘‘'‘‐‘‘‘‐･‘‘.･‘‘･･‘“･･“‐･･‘‘･･･‘‐･･‘‐･･･‘

許可抹消入力票 全部廃業

様式第 8号 ( 2 ) 報特約‐ 0 2 ※報告NO. 0 3 報告NO.-0 1 一部廃案

主 任 技 術 者 主任技術者
退 社 (辞 職) 等 様式第 2 2号の 3 報告NO‐ 0 4

専 任 技 術 者 様式第 8号 ( 2 ) 報告NO. 0 2
'℃℃‐''℃℃'′℃℃''℃℃･'‐℃-･‘℃'‐･･-‘‘-‐′“‘･･‘‘･･･“‐･‘-･･･‘‐.‘‘ ‘‘.･･.･･.･･.･･.･･.･‘‘.･･.‘‐‐‐･.･･.･･.･･.･ .･･.･-‐･】‐･･←-.←‐･,←‐,･℃‐'′‘℃‐℃℃･,℃･･,′℃-、℃-′℃“‐･℃℃-

一 部 廃 業 届 専任技術者

退 社 (辞 職) 鉾 様式第 2 2号の 3 報告NO. 0 4

残 留
主任技術者 不 要 ※報告NO‐ 0 5 ※報告NO‐ 0 3

.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･
実務経験者はNO. 0 4

社内の専任技術者 様式第 8号 ( 2 ) 報告NO. 0 2
‘‘･･‘‘‐･‘“‐‐･‘‘‐‐‘‘‘‘‘‘･･‘‐･‘‐･･‘‘‘･‘‘‘･･･′‐･‘‐････′‐･･‘ ･･.･′‐･･.･･.･･、.･･.･･.･･.･･.･･.･････‘

業種の兼務に注意

全 部 廃 業 届 様式第 2 2号の 4 許可抹消入力票

　

　

加野

盪

※①各電算入力票関係は、 昭和 6 2年 4月 1日以降に全入力されていることが基本である。 特に、 報告NO. 0 5で処理する場合は、 既に報告NO. 0 3で入力済であることが条件となる.

②変更後の専任技術者が他の業種を兼務する場合 G辞務を解く場合も含む) は、 変更後の状態の専任技術者が担当する業種を全て記載すること. 専任技術者一覧入力票も同機である.

③全入力後、 変更等で入力する際は該当する技術者等のデータ (兼務に注意) のみでよい.

④変更届出書様式名 様式第 7号……経営管理費任署証明書 様式第 8号 ( 2 ) ……専任技術者証明書 (変更 ･削除)

機式第 2 2号の 3……主任技術者の変更届出詩更 (変更 ･追加 ･削除) 様式第 2 2号の4 ……届出出 様式第 2 2号の 5……廃業届



専任技術者証明書 (変更 ･ 追加 ) の作成具体例

許可を受けている建設業について現在の専任技術者に代えて、 新たな者を専任技術者とする場合

現 在 の

専任技術者

新 た な

専任技術者

提出する変更届
の

様 式

項番

2 6

項番 2 9
に記載する
技術者氏名

項番 3 2
に記減する
技術者氏名

竃 算 入 力 票 摘 要

専任技術者入力票 (報告NO. ) 主任技術者入力男: (報告NO. )

△ B 様式第 8号 (2 ) 1 B A B "･0 2 A…･0 4 or 0 5 A … 0 3 (現入力票で未入力の場合)

A
B

C

様式第 8号 (2 ) 1 B A B… 0 2 A … 0 2 , 0 4 0r 0 5 A … 0 3 (現入力難で末入力の場合) Bの兼務に注意

様式第 8号 (2 ) 1 C A C … 0 2 A … 0 2 , 0 4 or 0 5 人… 0 3 (現入力製で未入力の場合) C "

A
B

C
様式第 8号 (2 ) 1 j C

-
A と B

A orB が退社した場合 届出審の提出は不要

C 0 2 A or B 0 5

A or B 0 4

A or B 0 3 (現人力票で末入力の場合) C "

現 在 の 新

ノ~
C

様式第 8号 (2 ) 1 j C A と B C 0 2 A or B 0 5 A or B 0 3 (現人力票で末入力の場合)

B A orB が退社した場合 届出審の提出は不要 A or B 0 4

C "

許可を受けている建設紫について現在の専任技術者に加えて、 新たな者を専任技術者とする場合……営業所の新設

現 在 の

専任技術萄

新 た な

専任技術者

提出する変更届
の

様 式

項番

2 6

項番 2 9
に記載する
技術者氏名

項番 3 2
に記載する
技術者氏名

電 算 入 力 票 摘 要

専任技術者入力累 (報告NO. ) 主任技術者入力票 (報告NO‐ )

A 様式第 8号 (2 ) 2 A A … 0 2 (本社以外の営業所名間) 　

議

　

　

現 在 の

専任技術者

新 た な

瑠任技術者

提出する変更届
の

様 式

項番

2 6

項番 2 9
に記載する
技術者氏名

項番 3 2
に縦徹する
技術者氏名

電 算 入 力 票 摘 要

専任技術者入力蝶 (報告NO. ) 主任技術者入力票 (報告NO. )

A 様式第 8号 ( 2 ) 11▲ A (新姓) A (旧姓) A の新姓…0 2 A の旧姓… 0 4

･

婚姻等により姓又は名が変わった場合

許可を受けている建設業について現在の親任技術者の有資格区分 (算n′F, 実務経験等) が変わった場合

現 在 の

専任技術者

新 た な

専任技術者

提出する変更届
の

様 式

項番

2 6

項番 2 9
に記滅する
技術者氏名

順番 3 2
に記載する
技術者氏名

能 算 入 力 摘 要

専任技術者入力票 (報告NO. ) 主任技術者入力票 (報告N0、 )

A 様式難 8号 ( 2 ) 1 A A A … 0 2 (免許, 兼務の栞種全て) 兼務に注意

5 許可を受けている建設業について現在の専任技術者の担当菜種に変更があった場合

現 在 の

専任技術者

新 た な

専任技術者

提出する変更届
の

様 式

項番

2 6

項番 2 9
に記載する
技術者氏名

項番 3 2
に記載する
技術者氏名

竜 算 入 力 繋 摘 要

専任技術者入力票 (報告NO. ) 主任技術者入力宗 (報告NO. )

A
A
B

様式第 8号 (2 ) 1 A A A【･0 2 A の叢筋に注意

様式第 8号 (2 )
.･･.･･.･･.･･.･

1 B A B…･0 2
“‐‘‘.‘‘‘‐‘“-'-℃'‐℃-･･･.･･･-‐･･.･･.･･.･̂‐･･.･･.‘･‘‘‘‘‘･･･‘‐‐‘-'‘‘‘.'‐･･-‐･-‐.′‐･･-‐.】‐････ ･“'‐-'℃℃-

B れフ

A
B

A
様式第 8号 (2 ) 1 A A A … 0 2 A 〃

B が退社した場合…届出書の提出は不要 B…･0 4
.･･･‘‐‘‐･･‘‐‘‘･･･‘‘･‘‘･･‘‘‐･‘‘.･‘“･‘‘‘･‘‐･･.･････-‐･･.･･.･･･‘‐･･･-‐･-‐‐“･･“‐℃‐'‐･････････････‘ “‐‐℃‘‐-‐'‐･℃‐･･.･･.･･.･･･‘‐･“‐‐‐･･･】‐℃‐-

B B が退社した場合…届出書の提出は不要 B… 0 4

●●



* *章氷* * * * * *歯蕊歯*丈大曲 ひ ろ ば 歯澁澁宣禽武術式* *大賞* * * * *

‐寄 稿 -

わたしの労務管理 (上)

●

“職能給の評定は、 一般社員の手で"

中小企業における従業員の賃金の決定

は、 大変難しし･問題である。 まず自社にあ

った賃金体系を持つこと、 そして企業の支

払能力に見合った賃金を支給すること - -

この二点が重要なポイ ントと考える。 二回

に分けて私の持論を述べて参考に供した

い。 今回は賃金を決める際に考慮しなけれ
ばならない賃金体系の確立を取り上げる。

賃金体系には、能力給、職能給、職務給、
年功給等、 色々あるが、 ここでは職能給に

ついて述べてみたい。 この職能給制を適正

に運用しようとすれば、 課業分析による具

体的な職能等級表の作成とか、 評定者の訓

練等が必要となり、 これらを確実に備える

こともさることながら、 維持継続していく

ことが非常にメンドウであるという難問題

が存在する。
中小企業の幹部社員は、 営業の最前線に

立っているわけであるので、 どうしても人

事管理がおろそかになりがちである。 とく

に評定作業は細かく時間を要するもので、
いつのまにか評定がいい加減なものにな

り、 等級と号俸が年を追うごとに増えてい
くだけの年功給になってしまうおそれが強

い。 つまり、 制度としては適正な職能給制

を採用している会社でも、 適正に運用して

いる中小企業は、 非常に少ないといえる。
そこで、 この問題を解決するために、 こ

の評定作業を一般社員に譲ってしまうのが
“妙手" である。 方法としては、 中堅クラ

スの一般社員が、 小人数でグループを結成

し、 このグループが職能給制の審査、 評定

●

札幌支部長 佐 藤 良 雄

を行うというもの。 このグループの人数は

4 ~ 5 人とし、 任期は l 年か 2 年程度に設

定する。 つまり、 グループを組むことによ

り、 評定における主観の介入を排除し、 任

期を設けることにより馴れ合いをなくする

ことが狙いである。
このように、 一般社員を評定者にするこ

とで、 各々の仕事の能力を把握することが

でき、 自己管理も向上していく。 当然、 社

員同士の公開考課になることから、 会社全

体の賃金に対する意識も高まり、 仕事に対

する目標をじかに感じることができるよう

になろう。
そして、 こういった評定を上司にフィー

ドバックすることにより、 上司はリーダー

シップを発揮し、 部下の能力向上に専念す

ることが可能になる。 ただし、 これは一般

社員が評定するわけであるので、 決定は上

級管理者がするべきであり、 その際、 管理

者と評定者との十分な意見の交換、 調整が

必要となる。
この方法は、 上司の評定業務を少しでも

削減しようとするための一つの方法である

から、 完璧なものとはいえないかもしれな

いが、 せっかく作りあげた職能給制を年功

制にしないためにも、 このような策を講じ

るべきであろう。
この方法で運用し始めたのも、 つい最近

のことで、 これから出てくるかもしれない

諸問題を、 労使で話し合いながら改善して

いくことも、 一つの人事管理といえる。
く次号につづく〉

- 7 -
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札幌市では、 市民のプライバシーを守る

ため、 住民票の写しの発行の取扱いを本年

7月17日から下記に基づき一部変更しました。
記

1. ｢住民票の写し｣ の謄写省略事項につ
いて

住民票の写しの交付請求があったとき

は、 特別の請求がない限り、 ｢世帯主の

氏名｣、 ｢世帯主との続柄｣、 ｢戸籍の

表示 (本籍 ･筆頭者) ｣ 及び ｢変更事項
記載欄の全部又は一部｣ の記載を省略し

た写しを交付いたします。
続柄や戸籍の表示等が必要な場合は、

利用目的を申し出いただき、表示の必要

な項目を交付請求書に明記していただく

ことになりますゞ幻 記載例は9ページに掲載。

2. ｢住民票の写し｣ の電話予約の廃止に

ついて

本庁舎 2 階窓口課で行っている住民票

の写しの電話による申込み (予約) は、
住民票の漢字オンライ ン化により、 廃止

しました。

なお、 印鑑証明書、 戸籍謄抄本および

平成元年 7月16日以前の除かれた住民票

についての電話予約は、 従来どおり受け

付けています。

また、 電話予約できるものの申込件数

については、 1 事務所 3 件までで従来と

同じ取扱いですので、 念のため申し添え

ます。

●

登録暮皺鸚等の改正
一総務部一

‘- 、 。 ●
日本行政書士会連合会会則の一部が改正

され、 平成元年 7月 1 日から、 下記のとお

り登録手数料等が改定されたので、 お知ら

せいたします。

記
1. 変更される手数料

= 登録手数料

新 22,000 円 (旧 18 000 円)

(2) 登録事項の変更手数料

新 3,000 円 (旧 2,000 円)

(3) 法令等の改定

従いまして、 行政書士法令 ･会則

規程集44ページの ｢第47条の(1}登録

18,000 円｣ を ｢ 22,000 円｣ に ｢同条

(2 )登録事項の変更 2,000 円｣ を ｢ 3,0

00 円｣に、 また 126 ページの ｢ 3 の手

数料、 申請 1 回につき 2,0 0 0 円｣ を

｢ 3,000 円｣ に、 それぞれお手数でも

訂正願います。
(4) その他の登録事項に係る手数料につ

いては、 改定はありません。
2, 適用期日

平成元年 7月 1日

二住民票等請求取扱方法
の変更について -

- 8 -



⑫ 渥進 鵠 謡職務上請求書

◎

長 様
平 成 年 月 n

請 求 の 種 別

戸籍 ･ 除籍 ･原戸籍 謄本 ･ 抄本
通

住民基本台帳の閲覧

本 籍 の 住 所

筆頭者の氏名
世帯主の 氏名

請求に係る者
の氏名 e 範囲

住基法12条 3項
に よ る 特 別 の
請 求 事 項

("=)

住民基本台帳法第 7条 4号、 6号及び 9号から野号

使 旧 目 的 ･

提 出 先

請 求 者
事務所所在地

罠 礬

北海道行政書士会所属

行政書士 ;職印、職印

登録(会員)番号
及び電話番号

登録 (会員) 番号

号
電話

( ) 一 番

使 者

住 所
氏 名

請求者との関係 (補助者)

◎

日本行政書士会連合会統一用紙

oなお、 関連する条文は ｢戸籍謄本、 住民票の写し等職務上請求書｣ の裏表紙に記載
がありますので、 参照して下さい。

ー 9 ー
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L事務所等の変更登録 ｣

- 総務部一

本年 9月を目途に、 3年振りで会員名簿

を作成、 配布することになりました。
従いまして、 事務所等を変更しても変更

登録のされていない会員の方は、 速やかに

所定の変更手続きをして下さい。
特に、 現在登録されている事務所に書類

等を郵送しても、 受取人不明で返送される
ケースが見受けられます。 これらるこついて

は、 変更された事務所が明らかになるまで、
即ち変更手続き完了まで、 関係書類等の送
付を中止させていただきます。

補助者届出の励行を /

- 総務部 -

行政書士が、 補助者を採用したり、 解職

したときは、 会則第84条の規定によって14

日以内に所属支部を経由して届けなければ

なりませんが、 現在相当遅延が目立ちます

ので、 速やかに手続きをお願いします。

様式は･ ｢行政書士法令 会則 規程集｣ ◎
73ページを参照して下さい。

平成元年度行政書士試験実施要領
一総務部一

L 試験期日 平成元年10月22日 (日) 午 3. 受付期日 平成元年 9月 1日 (金) か

後 0 時30分から ら 9月 20日 (水) までo
◎2. 受 験 場 o札幌市 (北海道札幌工業高 4, 提 出 先 北海道企画振興部地域振興

等学校、 札幌市北区北20条 室市町村課 (〒 060札幌市

西13丁目) 中央区北 3条西 6丁目)

o函館市 (北海道渡島支庁会

議室、 函館市五稜郭町26番

　　　　 　　　　　　　 　　
館会議室、 旭川市 6条通 4

T 目) “ 琶agt

o釧路市 (北海道教育大学釧

路分校、 釧路市城山 l丁目

第番55号)

- 10 一
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｢専門的業務取扱者名簿
異動状況について｣ の訂正について

- 業務研修部 -

このことについて、 5月 22日付ズヒイテ第89号 (会報第 172 号元年、 5、 25発行と同号発送)

をもってご通知申上げましたが、 次の方については事務上の手違いから電話番号の変更は誤

◎ りでしたので、 慎しんでお詫び申し上げるとと 忍こ通知前の下記のとおりでありますのでよ

ろしくお願い申し上げます。

現 行 名 簿 記 載 事 項

ペ ー ジ

1

35

◇建設業法関係
･ NG13 札幌支部 1, 48 9 米田 正

電話番号 (0 li ) 7 5 1一 9885

◇商法〔株式会社) 関係
･ No.12 札幌支部 1 4 89 米田 正

電話番号 ( 0 11 ) 7 5 1 一 9885

ペ ー ジ

66

70

◇会計及び決算報告関係
･ No.6 札幌支部 主 48 9 米田 正

電話番号 ( 0 11 ) 7 5 1一 9885

◇支部別専門的業務取扱者一覧表関係
･ 1,489 札幌支部 米田 正

電話番号 ( o n ) 7 5 1一 9885

= 支 部 の つ ご き -
支 部 研 修 会 開 催 状 況

注 K ) は通知人員

支部 月 □ 場 所 研 修 科 目 講 師 受講
者数

研 修
種 別

小樽 6 /24 (株) ロアール会議室 新入会員の心得他
支部業務研修部長

橋本 栄
1

新入会
員研修

留萌 5 / 28 消費生活センター 改正報酬額の運用 支 部 長 捻金 昭二 9 一 般



塵離職藁鯛壺灘鬮醗幟醗鞭園鱗霊塑聽期醸鱗鰹鰤剛藁頚癈鱸轍 お 知 ら せ 墜覊嬢艇繋圏鞭離愁醗讓轆齦錮醍蠅期鞭鬱癰醸飜蝿鯉圏鬮搬

= 本 会 の 主 要 行 事 =

月 □ 行 事 名 時 間 開 催 場 所

酸.
5 /25 第 2 回正副会長会 lo : 30 ~ 17 :00 北海道行政書士会会議室

" / 26 第 2 回理事会 lo : 00 ~ 15 : 0 0 ホ テノレニューフ ロ ンティ ア

ノ′/ " 第 1回総務部会 1 1 : 0 0 ~ 14 : 0 O 〆′

" / " 第 1回経理部会 n : 0 0 ~ 14 : 00 〆7

" / " 第 1回企画部会 11 :00 ~ 14 :0O ノン

" / " 第 1回業務研修部会 n : 00ナこしl4 : 00 メソ

" /′′ 第 1回監察部会 11 : 00 ~ 14 :0O ノン

" / " 第 1回監事会議 13 : 00 ~ 14 : 00 ノン

" / " 第 1回綱紀委員会 13 : 00 ~ l4 :0O たツ ･

" / " 第 1回役員 ･綱紀委員合同会議 15 : 00 ~ 16 : 3 0 れソ

6 / 20 第 2 回業務研修部会 13 : 00 ~ 17 : 0 0 北海道行政書士会会議室

ノン / 22 第 2 回企画部会 13 : 00 ~ 14 : 3 0 ノン

′′ / "
第 1回企画部会 ･会報編集委員合同会議 14 : 30 ~ 17 : 00 ′ソ ,

" / 23 第 2 回経理部会 13 : 00 ~ 16 : 30 ′′

" / 29 第 1回南｣駅-‘JXV策付凋ま員会 10 : 00 ~ 17 : 00 メゾミ

" / 30 第 2 回総務部会 13 : 00 ~ 16 : 0 0 大通公園ホテル

" /ノノ 第 2 回綱紀委員会 13 : 0 0 ~ 16 : 0 0 メソ ミ

" / "

" / "

行政書士登録調査委員会 15 : 0 0 ~ 16 : 0 0 北海道行政書士会会議室

総務部役員 ･綱紀委員 ･行政書士登録
調査委員合同会議

16 : 0 0 ~ 19 : 0 0 大通公園ホテル

“
7 / 5 第 2 回監察部会 13 : 0 0 ~ 17 : 0 O 北海道行政書士会会議室

‐
7 / 7 第 1回専門的業務取扱者世話人会議 10 : 0 0 ~ 17 : 0 0 ホ テノレニ ュ ー フ ロ ンティ ア

◎

- 12一



㈲
㈲ ' 田 川 三 ▼ 部 -

法改正の早期実現を要望
- - 平成元年度政達北海道支部定期大会開くデー

日政連北海道支部

5月 20日、 平成元年度定期大会は、 全道

各分会代議員及び支部執行部役員が一堂に

集い、 会議次第に基づいて開催された。

を終え、 日向寺支部長が役員を代表
して、 今後一層の協力方のあいさつ

を行って大会を閉じた。

日 時 平成元年 5月20日

3 時45 ~ 4 時20分

会 場 札幌市中央区南12条西 1丁日

ホテ ル ･ アカ シヤ

出席者 全道14分会代議員32名、 支部長他

役員24名、 計56名。

議 事 第 1号議案昭和63年度事業報告に

ついて、 第 2 号議案昭和63年度会計

収支決算 (監査報告)、 第 3号議案

平成元年度運動方針案、第 4号議案

平成元年度会計収支予算案について

提案どおり可決された。
なお、 要望として、 法改正の関連

で代理権については実現可能性のあ

る方法で早急に、 また、 消費税の実

施によって関与していた税務関係の

一部の業務がなくなったが、 今後法

改正の動きあるいは新法の出来るよ

うな時は業務が減らないよう積極的

に取組むように要望があった。

第 5号議案役員の改選については

執行部に一任されて現在の支部長他

役員を再任発表し、 満場拍手で改選

- 13 -



圓 図 図園
◆ 夏本番、 水銀柱もうなぎのぼり - - この暑さの中で、 今日も頑張っている会員の

皆さんに ｢行政ほっかいどう｣ の 7月号をお届けします。

◆ 今回は、 先の定時総会で選ばれた役員と、 その後の会議で決まった各部、 各委員

会のメンバーを紹介したほか、 佐藤札幌支部長から寄せられた ｢わたしの労務管理｣

などを掲載しました。
◆ 会報は、 本会と会員、 会員と会員を結ぶ掛け橋 - - 編集委員会では会員の“声“

を反映した紙面作りを考えています。 皆さんのご意見、 ご要望をお寄せ下さい。
◆ では、 また、 次号の紙面でお会いしましょう。

◎

会費納入についてのお願い
平成元年度第 2 期分 ( 7月 ~ 9月) の会費納期眼は 7月末

日となっております。 納期内に納入されますようお願いいた

しま す。

なお、 納期限を気にすることのない、 郵便貯金からの自動

払込みを採用 しておりますので是非利用 してください。 本会

に通帳の記号 ･番号を連絡いただきますと ｢自動払込利用申

込書｣ を送付いた します。
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